
第
一
条
こ
の
規
程
は
、
各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
、
議
長
又
は
副
議
長
の

秘
書
事
務
を
掌
る
参
事
及
び
常
任
委
巨
昊
云
専
門
員
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制

局
長
並
び
に
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
を
除
く
国
会
職
員
（
以
下
「
職
員
」

と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
。

第
一
一
条
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
職
員
の
政
治
的
行
為
は
、
す
べ
て
、
職
員
が
、

公
然
又
は
内
密
に
、
職
員
以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、

禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
。

第
三
条
職
員
が
自
ら
行
う
こ
と
を
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
政
治
的
行
為
は
、

す
べ
て
、
職
員
が
自
ら
選
ん
だ
又
は
自
己
の
管
理
に
属
す
る
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
者
を
通
じ
て
間
接
に
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
禁
止
又
は
制
限

さ
れ
る
。

第
四
条
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
職
員
の
政
治
的
行
為
は
、
第
六
条
第
十
六
号

に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
職
員
が
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
行
う
場
合
に

お
い
て
も
、
適
用
さ
れ
る
。

第
五
条
政
治
的
目
的
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
政
治
的
目
的
を
も

っ
て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
第
六
条
に
定
め
る
政
治
的
行
為
に
含
ま

れ
な
い
限
り
、
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
公
選
に
よ
る
公
職
の
選
挙
に
お
い
て
、
特
定
の
候
補
者
を
支
持
し
、
又

○
国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す

る
規
程

（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
両
院
議
長
決
定
）

国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
程

改
正
昭
二
八
年
八
月
七
日
平
二
三
年
二
月
二
日

は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
。

二
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
に
関
す
る
国
民
審
査
に
際
し
、
特
定
の

裁
判
官
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
。

三
特
定
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す

る
こ
と
。

四
特
定
の
内
閣
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
。

五
政
治
の
方
向
に
影
響
を
与
え
る
意
図
で
、
特
定
の
政
策
を
主
張
し
、
又

は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
。

六
国
の
機
関
又
は
公
の
機
関
に
お
い
て
決
定
し
た
政
策
（
法
令
、
規
則
又

は
条
例
に
包
含
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
実
施
を
妨
害
す
る
こ
と
。

七
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
基
く
地
方
公
共

団
体
の
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
又
は
事
務
監
査
の
請
求
に
関
す
る
署

名
を
成
立
さ
せ
、
又
は
成
立
さ
せ
な
い
こ
と
。

八
地
方
自
治
法
に
基
く
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
又
は
法
律
に
基
く

公
務
員
の
解
職
の
請
求
に
関
す
る
署
名
を
成
立
さ
せ
、
若
し
く
は
成
立
さ

せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
請
求
に
基
く
解
散
若
し
く
は
解
職
に
賛
成
し
、
若

し
く
は
反
対
す
る
こ
と
。

第
六
条
国
会
職
員
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
的
行
為
と
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
政
治
的
目
的
の
た
め
に
職
名
、
職
権
又
は
そ
の
他
の
公
私
の
影
響
力
を

利
用
す
る
こ
と
。

二
政
治
的
目
的
の
た
め
に
寄
附
金
そ
の
他
の
利
益
を
提
供
し
、
又
は
提
供

せ
ず
そ
の
他
政
治
的
目
的
を
も
つ
な
ん
ら
か
の
行
為
を
し
、
又
は
し
な
い

こ
と
に
対
す
る
代
償
又
は
報
復
と
し
て
、
任
用
、
職
務
、
給
与
そ
の
他
職

員
の
地
位
に
関
し
て
な
ん
ら
か
の
利
益
を
得
、
若
し
く
は
得
よ
う
と
企
て
、

一
一
一
一
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又
は
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
あ
る
い
は
不
利
益
を
与
え
、
与
え
よ
う
と

企
て
、
又
は
与
え
よ
う
と
お
び
や
か
す
こ
と
。

三
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
賦
課
金
、
寄
附
金
、
会
費
又
は
そ
の
他
の
金

品
を
求
め
、
若
し
く
は
受
領
し
、
又
は
な
ん
ら
の
方
法
を
も
つ
て
す
る
を

問
わ
ず
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
。

四
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
前
号
に
定
め
る
金
品
を
国
家
公
務
員
に
与
え
、

又
は
支
払
う
こ
と
。

五
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
結
成
を
企
画
し
、
結
成
に
参
与
し
、
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
援
助
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
団
体
の
役
員
、
政
治

的
顧
問
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
様
な
役
割
を
も
つ
構
成
員
と
な
る
こ
と
。

六
特
定
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
構
成
員
と
な
る
よ
う
に
、
又
は

な
ら
な
い
よ
う
に
勧
誘
運
動
を
す
る
こ
と
。

七
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
機
関
紙
た
る
新
聞
そ
の
他
の
刊
行
物
を

発
行
し
、
編
集
し
、
配
布
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
援
助
す
る
こ
と
。

八
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
前
条
第
一
号
に
定
め
る
選
挙
、
同
条
第
二
号

に
定
め
る
国
民
審
査
の
投
票
又
は
同
条
第
八
号
に
定
め
る
解
散
若
し
く
は

解
職
の
投
票
に
お
い
て
、
投
票
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
勧
誘

運
動
を
す
る
こ
と
。

九
政
治
的
目
的
の
た
め
に
署
名
運
動
を
企
画
し
、
主
宰
し
、
又
は
指
導
し

そ
の
他
こ
れ
に
積
極
的
に
参
与
す
る
こ
と
。

十
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
多
数
の
人
の
行
進
そ
の
他
の
示
威
運
動
を
企

画
し
、
組
織
し
、
若
し
く
は
指
導
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
援
助
す
る

｝
）
１
ン
」
○

十
一
集
会
そ
の
他
多
数
の
人
に
接
し
得
る
場
所
で
、
又
は
拡
声
器
、
ラ
ヂ

オ
そ
の
他
の
手
段
を
利
用
し
て
、
公
に
政
治
的
目
的
を
有
す
る
意
見
を
述

国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
程

く
る
こ
と
。

十
二
政
治
的
目
的
を
有
す
る
文
書
又
は
図
画
を
国
の
庁
舎
、
施
設
等
に
掲

示
し
、
又
は
掲
示
さ
せ
そ
の
他
政
治
的
目
的
の
た
め
に
国
の
庁
舎
、
施
設
、

資
材
又
は
資
金
を
利
用
し
、
又
は
利
用
さ
せ
る
こ
と
。

十
三
政
治
的
目
的
を
有
す
る
署
名
又
は
無
署
名
の
文
書
、
図
画
、
音
盤
又

は
形
象
を
発
行
し
、
回
覧
に
供
し
、
掲
示
し
、
若
し
く
は
配
布
し
、
又
は

多
数
の
人
に
対
し
て
、
朗
読
し
、
若
し
く
は
聴
取
さ
せ
、
あ
る
い
は
こ
れ

ら
の
用
に
供
す
る
た
め
に
著
作
し
、
又
は
編
集
す
る
こ
と
。

十
四
政
治
的
目
的
を
有
す
る
演
劇
を
演
出
し
、
若
し
く
は
主
宰
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
行
為
を
援
助
す
る
こ
と
。

十
五
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
政
治
上
の
主
義
主
張
又
は
政
党
そ
の
他
の

政
治
的
団
体
の
表
示
に
用
い
ら
れ
る
旗
、
腕
章
、
記
章
、
え
り
章
、
服
飾

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
製
作
し
、
又
は
配
布
す
る
こ
と
。

十
六
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
勤
務
時
間
中
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
着
用
し
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
。

十
七
な
ん
ら
の
名
義
又
は
形
式
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
前
各
号
の
禁

止
又
は
制
限
を
免
れ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

第
七
条
こ
の
規
程
の
い
か
な
る
規
定
も
、
職
員
が
本
来
の
職
務
を
遂
行
す
る

た
め
当
然
行
う
べ
き
行
為
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

附
則

１
こ
の
規
程
は
、
国
会
職
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
施
行
の
日
〔
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
〕
か

ら
施
行
す
る
。

２
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
自
昊
云
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
十
二
号
）
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適

一
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用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
並
び
に
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
」
と
あ
る
の

は
、
「
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
並
び
に
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所

事
故
調
査
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
」
と
す
る
。

附
則
〔
国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
程

及
び
国
会
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
（
第
一
条
）
〕
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
日

両
院
議
長
決
定
）

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
程
／
政
治
資
金
規
正
法

（
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
へ

の
公
務
員
の
関
与
等
の
制
限
）

第
二
十
二
条
の
九
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
行
政
執
行
法

人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
地

方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
職
員
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
、
政
治

活
動
に
関
す
る
寄
附
を
求
め
、
若
し
く
は
受
け
、
若
し
く
は
自
己
以
外
の
者

が
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
関
与
し
、
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

に
対
価
を
支
払
っ
て
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
、
若
し
く
は
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
、
若
し
く
は
自
己
以
外
の
者
が
す
る
こ
れ
ら
の

行
為
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二
〔
略
〕

三
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
国
会
職
員
（
同
法
第
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
国
会
職
員
及
び
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）

四
‐
上
ハ
〔
略
〕

２
何
人
も
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又

は
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
対
し
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
務
員
又
は
職
員
が
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
を
す
る

○
政
治
資
金
規
正
法
（
抄
）

（
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
法
律
第
百
九
十
四
号
）
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